
令和７（２０２５）年度東京大学農学部学士入学試験要項 
 
 

１．出願資格 

   本学の学部を卒業した者及び令和７（２０２５）年３月卒業見込みの者。 

 

２．選抜方法 

   入学者の選抜は、筆記試験及び口述試験による。 

 

３．募集する専修（○印）及び試験科目 

課  程 専    修 
募集の
有・無 

試験科目 募集人員 

応用生命科学 

 生命化学・工学     

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 各 

 若 

 干 

 名 

 応用生物学 ○ 口述試験、小論文 

森林生物科学 ○ 口述試験 

水圏生物科学 ○ 口述試験、小論文 

 動物生命システム科学   

 生物素材化学 ○ 口述試験、小論文 

環境資源科学 

 緑地環境学 ○ 口述試験、小論文 

 森林環境資源科学 ○ 口述試験 

 木質構造科学 ○ 口述試験、小論文 

 生物・環境工学 ○ 口述試験 

 農業・資源経済学   

フィールド科学 ○ 口述試験 

 国際開発農学   

獣 医 学  獣医学 ○ 口述試験、小論文 

注）募集の有無欄に○印のない専修については、募集しない。 

 

４．修 業 年 限 

      学士入学を認められた者の修業年限は２年とする。 

   ただし、獣医学専修は４年とする。 

 

５．単 位 認 定 

   入学以前に本学の学部・課程で修得した科目が、同一または関連科目であることを学部委員が認 

定した場合には、卒業に必要な単位に算入することができる。 

   上記認定を希望する者は、入学後最初の履修手続期間に教務課学部学生担当に届け出るものとす

る。 

 

６．試 験 期 間 及び 場 所 

      試験期間 令和７（２０２５）年１月２３日（木）～１月２４日（金） 

   試験期日、試験実施方法、時間及び場所等の詳細については、別途本人宛通知する。 

 

７．合 格 者 発 表 

      令和７（２０２５）年２月６日（木）本人宛通知する。 

 

 



 

８．出 願 手 続 

  （１）出願期間 

            令和７（２０２５）年１月６日（月）から１月９日（木）まで。ただし、１月９日（木）ま

での消印があり、かつ１月１０日（金）までに到着したものまで有効。 

    （２）願書受付 

       提出書類は、書留郵便とし、封筒に「東京大学農学部学士入学出願書類」と朱書して、下記 

あてとすること。 

                    〒113-8657 東京都文京区弥生1-1-1  

東京大学農学部教務課学部学生担当  

                    電話 03-5841-5009 

（３）提出書類等 

            ア）志願者名票（本学所定の用紙） 

            イ）卒業（見込）証明書 

                ただし、本学部を卒業した者及び卒業見込みの者は不要。 

            ウ）成績証明書（前期課程科目を含む） 

                ただし、本学部を卒業した者及び卒業見込みの者は不要。 

            エ）写真 １葉 

                ３ヶ月以内撮影の正面上半身脱帽で縦５㎝×横４㎝のものを志願者名票指定欄に貼 

       付のこと。 

            オ）返信用封筒 １通 

        角型２号の封筒に出願者本人の宛名を記入し、４７０円分の切手を貼ること。 

カ）検定料  ３０，０００円 

        所定の振込依頼書に必要事項を記入のうえ、最寄りの金融機関（ゆうちょ銀行不可）

から振り込むこと（ＡＴＭ、インターネット等は利用しないこと）。振込の際、振込金

受取書（Ｂ票）及び振込金受付証明書（Ｃ票）を受け取り、振込金受付証明書（Ｃ票）

を提出すること。振込金受取書（Ｂ票）は領収書なので大切に保管すること。 

 

（風水害等の災害により被災した入学志願者の検定料の免除について） 

本学では、地震や台風など風水害等の災害により被災された方の経済的負担を軽減し、受験者の進

学機会の確保を図るため、検定料を免除する措置を講じる。検定料の免除を希望する者は、出願前に

東京大学Webサイト(https://www.u-tokyo.ac.jp/stu04/kenteiryomenjo.html)を参照の上、本学部教

務課（８の（２）参照）まで連絡すること。申請のあったものについて、審査の結果、対象と判断し

た場合、納付すべき検定料を免除する。 

 

 ９．注 意 事 項 

 （１）出願手続き後は、どのような事情があっても、書類の変更及び検定料の払い戻しはしない。 

（２）出願時に大学等の在籍者又は会社等の在職者で入学を許可された者は、所定の日までに、退 

学・卒業証明書又は退職・休職証明書を提出しなければならない。必要とする証明書を提出しな

かった者は、入学の許可を取り消す。 

  （３）出願に当たって知り得た氏名、住所その他の個人情報については、①入学者選抜（出願処 

理、選抜実施）、②合格発表、③入学手続業務を行うために利用する。また、同個人情報は、 

入学者のみ①教務関係（学籍、修学等）、②学生支援関係（健康管理、就職支援、授業料免除・ 

奨学金申請、図書館の利用等）、③授業料徴収に関する業務を行うために利用する。 

     

 

                             令和６（２０２４）年１１月 

                                      東京大学農学部                 

 


